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平成２５年９月６日
単位会会長殿
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

会　長　　三　栖　邦　博

耐震診断調査の偽装事件報道に関連して会員事務所の
適正な執行についての注意喚起（依頼）

平素より本会の事業運営にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。

会員事務所の業務の適正な執行については、本年３月６日付け「単位会会員事務所に対する建築士事務所の業務の適正な執行についての注意喚起の徹底等のお願い(依頼)」で、貴会に対しその徹底等をお願いしているところですが、今般、建築士事務所が耐震診断調査で偽装をしていたとの新聞報道がありました。(別添資料参照)
これによれば、小学校の耐震工事で、市から耐震診断調査を請け負った建築士事務所が、実際には調査していないのに架空の診断書を作成して市に提出し、さらに判定機関の判定書を偽造していたことが判明し、県と市が建築士事務所に事情聴取したところ、偽装を認めたという報道であります。

このような事件は、建築士事務所に業務を依頼する消費者の建築士事務所に対する信頼を著しく損ねるものであり、あってはならない行為であると考えます。その事実関係の詳細や建築士法をはじめとする関係法令上の整理や処分等については今後明らかにされていくものと考えますが、会員に対しできるだけ早く周知を行い、類似事案の再発防止のための注意喚起とコンプライアンスの徹底を行うようお願い申し上げます。
なお、上記の本年３月６日付けの本職からの依頼文書の趣旨についてあらためて確認をしていただき、取組んでいただくよう重ねてお願い申し上げます。

また、貴会においてこのような事案が発生した場合には、速やかに本会に対して一報していただくようよろしくお願い申し上げます。
